
　

　

★身体障害者等減免申請対応フローチャート

スタート

いいえ

は
い

車の区分は自家用車である

いいえ身障者本人所有かつ本人運転

次のいずれかに該当する
・本人所有で生計同一者運転
・本人運転で生計同一者所有

・生計同一者が所有及び運転

いいえ

いいえ
障害者のみで構成された
世帯である
※減免等のしおり参照

車の所有者は障害者本人である

は
い

非

該

当

運転者は生計同一者ではないが
常時介護者である
※市町村の証明書が必要

は
い

は
い

常時介護者運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５，６）

※生計同一証明書ではなく
常時介護証明書

生計同一者運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５，６）

本人運転の申請必要

書類を説明

（１，２，３，４，５）

★審査前に確認★
・軽自動車は環境性能割のみが該当

・車検有効期間内である

・障害者手帳を所持している

・現在減免を受けているか（軽含む）

・減免したい車両は登録済又は新たに登録するのか

・割賦契約の場合、使用者が納税義務者であること

・営業用車両は対象外

・リース契約車両は対象外

は
い

は
い

いいえ

いいえ

いいえ

は
い

非
該
当

非
該
当

いいえ

いいえ

障害者等級の対象範囲
に該当する
※減免等のしおり参照

生計同一の証明が可能
※市町村が証明書発行（同居でも証明

不可の場合もあり。市町村の判断）

は
い

は
い

障害者等級の対象範囲
に該当する
※減免等のしおり参照


